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第 1次改訂について

政務調査費の執行については、平成20年 3月の条例改正を受けて、4月から新制度により実施していま

すが、6月及び9月 に政務調査費事務マニュアルに基づき、「事前確認」を行つたところ、新制度になつて間

もないこともありt議 員から政務調査費の運用等について様々な照会がありました。

その聴会内容をみると、事務マニュアルでは判断が困難なものや事務マニュアルの説明が不十分なことに

よるものがあつたため、政務調査費等議会改革検討委員会で検討を行い、その結果、事務マニュアルを一部

見直しすることとしたものです。

今回の改訂では、政務調査費事務マニュアルの関係言F分の整備を行うとともに、平成20年 4月分から適

用することとし、引き続き政務調査費の適切な運用に努めるものです。



I 政 務調査翰 む度の概要

I 政 務調査費制度の概要

(1)制 度の趣 旨

政務調査費は、地方自治法により、議員の調査研究に資するため必要な経費の一言Fとして、

交付されるものであり、交付の対象、額及び交付の方法については、条例で定めることとさ

れています。また、交付を受けた議員等は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に

係る収入及び支出の報告書を議長に提出することとされています。

(地方自治法第10① 条第14填 及び第 15頂 )

青森県では、この地方自治法の規定を受けて(「青森県政務調査費の交付に関する条例」等

を制定し、政務調査費を交付しています。

(2)制 度の概要

青森県の政務調査費制度は、「蕎森県政務調査費の交付に関する条例」(以下 「条lpl」とぃ

う。)及 び 「言森県政務調査費の交付に関する規程」(以下 「親程」という。)に より、次のと

おりとなつてしヽます。

目頂 要概

象■
コ

エメイ寸一父

各月の初国に議員である者

(条例第2条 )

(詳網20東 )

額付一父

月額31万 円

(条例第3条 )

(詳細 20貢 )

交 付 時 期 及 び 方 法

毎月 イO日 までに議員の指定する金融機関の□座へ振込み

(条例第6条 )

(詳細 20東 )

使 途 の 基 準

使途基準 (調査研究費、研修費、会議費、資料作成費、資料購入費、

広報費、事務所費、事務費、人件費)に 従しヽ使用

(条例第7条 、規程第2条 )(詳 細3頁 )

証拠書類の整理保管等

会計帳簿の調製及び証拠書類の整理保管を行い5年 間保存

(条例第9条 )

(詳細21、 23頁 )

収支報告書等の提出

毎年度終了後30国 以内に、収支報告書及び全ての支出に係る領収

書等の写しを議長に提出

(条例第8条 、規程第3条 )(詳 細 25夏 )

残 余 金 の 返 還

交付額に残余が生じた場合には県へ返還

(条例第 11条 )

(詳細 34真 )

収支報告書 等の関覧

情報公開条例に規定する不開示情報の部分を除き閲覧

(条例第 12条 、規程第4条 )

(詳細 36東 )



工 政 務調査霞制度に対する基本的な者え方

亜 政 務調査費制度に対する基本的な考え方

政務調査費制度は、「議会の審議能力を強化し議会の活性化を図るため、議員の調査活動基盤

の充実を図る観点」併せて 「情報/AN開を促進する観点」から、平成12年 の地方自治法改正に

より倉」設されたものであり、「議会の議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として交

付」される制度です。

議員の調査研究活動は、県政の政策課題に関する調査研究のほか、広報活動や民意の吸収と

して基本となる住民からの情報収集及び意見交換等に至るまで広範にわたるものです。

また、地方分権の進展に伴しヽ地方公共団体の役書」が増大してきてしヽる中にあって、地方議会

につしヽても、その主たる役害」である政策形成機能や執行機関に対する監視機能の重妻性が立曽し

てきており、その基礎となる議員の調査研究活動の領域につしヽても拡大してきています。
一方で、議員の調査研究活動が広範であるために、その活動について誤解や疑念を招く揚含

も者えられることから、県民の理解を得るためには、議員の日常的に行われるその他の様泉な

活動 (例えば政党や後援会活動)と 明確に区分していくことが要請されてきてしヽます。

したがつて、議員の調査研究に政務調査費を充当する場合には、経費の性格や使途を明確に

する財要があり、次の者え方を基本として適用していくものです。

(1)調 査研究の必要性及び妥当性があること

県政に関して議会の主たる役書」である政策形成機能や執行機関に対する監視機能等を果た

すための調査研究であることが必要です。

(2)調 査研究方法の合理性及び効率性があること

調査研究は、議員の自主的なものであり、その方法|こ制限や定めはありませんが、調査研

究の目的達成のために合理的であり、経費的にも効率的である必要があります。

(3)原 則として充当する額は実費弁償であること

調査研究活動が議員の自己管理のもとで行われることや政務調査費に残余が生じた場合に

は返還すること等から、実際に要した費用に充当する必要があります。なお、実費によるこ

とが著しく困難な場合には、含理的な力法により接分することにします。

(4)社 会通念上許容されるものであること

調査研究活動全般について、県民の理解が得られるためには、社会一般に受け入れられる

見方や判断からみて許容される財要があります。

(5)証 拠書類等が整備されていること

政務調査費の適正な支出とともに、全ての支出について、領収書や支出を裏付ける証拠書

類等が整備されてしヽることが必要です。また、訴訟等においては、支出した議員側において

立証する財要が生じる場合があるので留意してくださしヽ。

(6)透 明性が確保されていること

調査研究活動が県民の理解が得られるためには、透明性が確保されていることが前提とな

るものであり、県民への説明章任を果たすために、毎年度提出する政務調査費の収支報告書

については、全ての支出について領収書の写し等の証拠書類を添付する財要があります。



Ill 使途の基準

皿 使 途の基準

1 項 目別使途基準の内容

議員の調査研究活動に係る使途の基準は、規程第2条 剛表で定めているところですが、広範

にわたる全ての使途を詳細に定めることは困難であるため、政務調査費の充当が司能なものに

ついて、具体的な考え方や想定される例として次のとおり取扱いを定めています。

なお、活動の例は参きとして掲げたものであり、これらに類するものは当然に含まれますも

(1)調 査研究費

頂 目 の 内 容 者 え 汚 及 び 活 動 事 例

議員が行う県の事務

及び地方行財政に関す

る調査研究及び調査委

託に要する経費

(旅費、委託料等)

県政の政策課題に関するもののほか、調査研究の基本となる関係

者や住民からの情報収集や先進事例の調査及び専P目的知見の活用等

に係る経費に充当する。なお、調査研究の方法等は議員により異な

り広範にわたることから、他の頂目に属さない調査研究は、この填

目に計上する。

(1列)

① 県 政に関する執行部からの情報収集 口意見交換
(3 会派が行う議員総会 ・政調会 ・勉強会 ・打含せ等への出席

③ 国 ・市町村 ・関係団体 ・住民等からの情報収集 コ意見交換
(こ)国 ・県 ・関係団体等への要請活動

⑤ 県 内各地域の状況把握のための現地調査

(施設運営状況 ・農林水産物の状況 ・道路状況 ・災喜状況 他 )

⑥ 県 内外及び海外における先進事例等の現地調査

(3 政策提言等を目的とした議員連盟活動 ・政策研究会活動

③ 県 が主催する大会 ・式典等への出席

③ 県 政等に関するアンケート調査

① 専 門機関等への調査研究委託

(参考)旅 費関係 (交通費 ・宿泊費等)の 政務調査費の充当の考え方 (6頁 )

具体例による政務調査費の充当の可否 (調査研究費関係)(12頁 )

(2)研 修費

(参考)旅 費関係 (交通費 ・宿泊費等)の 政務調査費の充当の者え方 (6東 )

食糧費関係 (会食代 ・飲食代等)の 政務調査費の充当の考え方 (6頁 )

具体例による政務調査費の充当の可否 (研修費関係)(14真 )

頂 目 の 内 容 者 え 方 及 び 活 動 事 例

団体等が開催する研

修会、講演会等への議

員及びその職員の参加

に要する経費

(旅費、公費等)

県政の政策課題に関するもののほか、調査研究の基礎となる政治

経済や社会情勢一般及び時事問題等に関する研修会及び講演会等ヘ

の議員やその職員の参加に係る経費に充当する。

(例)

① 国 ・県 ・民間団体等が主催する研修会 ・講〉員会 "シンポジウム ・

フィーラム ・セミナー ・懇談会等への出席

② 会 派が主催する研修会等への出席
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(3)会 議費

項 目 の 内 容 考 え 方 及 び 活 動 事 例

議員が行う各種会議

の開催に要する経費

(旅費、印刷製本費、

賃借料等)

住民の要望、意見を吸収することは、議員の調査研究活動の基本

となるものであり、県政の政策課題に関するもののほか、広く県政

全般について地i或住民と意見交換等を行うための各種会議の開催に

係る経費に充当する。

(例)

① 県 政報告会の開催

② 町 内会等との意見交換会

(参考)食 糧費関係 (公食代 ・飲食代等)の 政務調査費の充当の者え方 (6貢 )

具体例による政務調査費の充当の可否 (会議費関係)(14真 )

(4)資 料作成費

(参考)具 体例による政務調査費の充当の司否 (資料購入費関係)(15夏 )

(6)広 報費

項 目 の 内 容 者 え 方 及 び 活 動 事 例

議員が行う議会審議

のために必要な資料の

作成に要する経費

(印刷製本費、原稿料

等)

執行郡提出議案や議員発議に係る関係資料、質問及び討論等の原

稿資料のほか、議会審議の基礎として収集した情報の参者窒料の作
成等に係る経費に充当する。

(例)

O 条 例案 。予算案等の資料集の作成

8)意 見喜 ・決議 ・政策条例等の資料集の作成
(Э 質 問及び討論等の原稿作成のための資料集の作成

④ 県 政の課題等に関する参考糞用集の作成

(5)資 料購入費

項 目 の 内 容 者 え 方 及 び 活 動 事 1 9 ~ l

議員が行う調査研究

のために必要な図書、

資料等の購入及び購読

に要する経費

(購入費、購読料等)

県政の政策課題に関するもののほか、調査研究の基礎となる政治

経済や社会情勢一般及び時事問題等に関する図喜、資料等の購入及

び購読に係る経費に充当する。なお、一般ほ娯楽性が高いと判断さ

れるもの等|こは充当 しなしヽ。

(1列)

(こ)専 門図書の購入

② 新間 (一般紙等)の購読

③ 政治経済等に関する雑誌の購読

項 目 の 内 容 者 え 方 及 び 活 動 事 例

議員が行う議会活動

及び県政に関する政策

等の広報活動|こ要する

経費

(旅費、印刷製本費、

通信費等)

住民の意見を議会活動に反映させるため、議員の議会における活

動状況、県の政策の情報、議員の政策提言等について広く住民等に

周知する経費に充当する。

(例)

① 広 報諭及び報告書の作成 中発行
(2)インターネットホームページの作成 ・更新

(参考)具 体例による政務調査費の充当の可否 (広報費関係)(15東 )
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(7)事 務所費

項 目 の 内 容 者 え 力 及 び 活 動 事 例

議員が行う調査研究

のために必要な事務所

の設置及び管理に要す

る経費

(隻僧料、光熱水費等)

調査研究活動の事務を行うための拠点となる事務所を設置する場

合の事務所の借上げや事務所を有効に活用してしヽくための管理運営

に係る経費に充当する。

(例)

① 事 務所の隻借

② 電 気 ・ガス ・水道 ・冷B湊房の使用

③ 共 益費

(参者)事 務所費関係の政務調査費の充当の考え力 (6頁 )

具体例による政務調査費の充当の可否 (事務所費関係)(16東 )

(8)事 務費

(参考)事 務費関係の政務調査費の充当の者え方 (7東 )

具体例による政務調査費の充当の可否 (事務費関係)(17夏 )

(9)人 件費

項 目 の 内 容 考 え 方 及 び 活 動 事 例

議員が行う調査研究

に係る事務の遂行に要

する経費

(事務用 品 費、通信

費、備品購入費等)

議員が行う調査研究活動の事務の遂行に当たって、必要となる物

品や機器等の購入及び1費用等に係る経費に充当する。

(例)

① 文 薦臭等の事務用品の購入

② パ ソコン・コピー機等の事務用機器の購入及びリース

③ 電 話 ・FAX等 の通信機器の購入 口回線使用

頂 目 の 内 容 者 え 方 及 び 活 動 事 例

議員が行う調査研究

を補助する職員の雇用

に要する経費

(給料、手当、社会保

険料、賃金等)

議員が行う調査研究活動について、調査関係者との連絡調整及び

調査研究資料の収集 ・整理 ,保管等の補助を行う職員に係る給料 ・

手当 ・社会保険料等に充当する。

(例)                               i

① 調査研究の補助のための専属職員の常B吉又は臨時の雇用

② 調査研究の補助業務を兼務する職員の常時又は臨時の雇用

(参考)人 件費関係の政務調査費の充当の考え方 (7東 )

具体例による政務調査費の充当の可否 (人件費関係)(18東 )

5
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2 政 務調査費の充当の考え方 (積算及び接分等)

調査研究活動に当たつて政務調査費を充当する場合は、原則として、実費弁償によることに

なりますが、実費の積算が困難な場合があることや社会通念上許容される必要があることから、

積算や捜分等については、次の方法によることにします。

(1)旅 費関係 (交通費 ・宿泊費等)

調査研究活動に係る旅費関係の経費については、実費を原則として次の取扱いとし、公務

の場合の旅費計算における宿泊費や旅行雑費の定額の取扱いは行わないことにします。

<交 通機関 (航空機 ・鉄道 ロバス ・タクシー等)の 利用>

実際に支払つた金額による。

<自 家用車の使用>

自家用車は、主として日常的に使用する目的で購入 口整備 していることを前提に、調査研

究活動にも使用すると者えられること等から、自家用車の使用に係る経費については、次の

取扱いとする。

① ガ ソリン代については、調査研究活動に使用した走行距離の記録により実際に支払つた

金額を接劣する。なお、これによることが困難な場合には、「蕎森県議会議員報酬‖及び費用

弁償の額並びにその支給条例」の 「車隻」の額とする。

② 高 速道路料金、駐車場代等については、実際に支払つた金額による。

③ 自 家用車の購入や維持修繕等に係る経費には充当しない。

④ 自 家用車の継続的なリース料には充当しない。ただし、調査研究のために一時的に借り

上げるレンタカーについては、実際に支払つた金額による。

<宿 泊施設の利用>

実際に支払つた金額による。なお、公務の場合の旅費計算における国内旅行の宿)白費では、

甲地方 (東京都、大阪市、名古屋市等の大都市)17,700円 、乙地方 (甲以外の地方)

13,300円 の定額としており、これを参考とする。

(2)食 糧費関係 (会食代 日飲食代等)

会議等における食糧費につしヽては、公職選挙法の制限に抵触しないこと及び社会通念上妥

当な範囲のものであることを前提とした上で、食糧費の支出自体が調査研究活動としての公

議等との一体性がある場合に限つて充当できることとし、次の取扱いとします。

① 政 務調査費を充当できる経費

議員が調査研究活動として開催する意見交換会、研修会等で提供する茶実類及び食事に

要する経費

② 政 務調査費の充当が不適当な経費

議員が出席する飲食を伴う会議等における飲食に要する経費

(3)事 務所費関係

調査研究活動の拠点となる議員の事務所は、調査研究以外の活動にも使用されることが想

定され、また、使用形態についても自宅に設置している場合や後援会事務所を兼ねている場

合があること等から、政務調査費の充当に当たっては、次の取扱いとします。

① 事 務所の隻借料及び光烈水費等については、使用の実態に合わせ、調査研究活動が全体
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の活動 (調査研究活動のほか、後援会活動 ・政党活動等)に 占める讐」合により按分する。

この場合の按分は、使用時間数や使用面積等の合理的な方法による。なお、自宅のTttSを

事務所としてしヽる場合の光烈水費は、司能であれば副メーターで管理する。

② 使 用実態に合わせた按分を行うことが著しく困難な場合には、事務所の利用の形態によ

り、活動の目的ごとに均等に捜分することができることとする。この場合の按劣の方法は、

居」表の 「按分方法 (事務所費 口事務費 四人件費)」によることとする。

③ 事 務所の設置が自宅である場合や生計を□―にする親族の所有する家屋の場合の隻借料

は、合理的理由がないことから、政務調査費を充当しない。

④ 事 務所設置のための家屋のR書入や自宅の増改築等は、資産の形成につながる司能性があ

ることから政務調査費を充当しない。

(4)事 務費関係

調査研究活動における事務は、同一の事務所内|こおいて、調査研究以外の活動の事務と含

わせて行つている場合も多いことから、政務調査費の充当につしヽては、事務所費の例により

事務内容の実態に合わせ、調査研究活動が全体の活動 (調査研究活動のほか、後援会活動 ロ

政党活動等)に 占める書」合により接分することにします。なお(こ れによる捜分が困難な場

合の接分の方法は、居」表の 「接分方法 (事務所費 口事務費 =人件費)」によることにします。

また、備品や電話等については、次の取扱いとします。

① 備 品の購入やリース等への政務調査費の充当に当たつては、事務用の機奉等で調査研究

活動に有用なものとし、王として事務所の環境整備に留まるもの等には充当しなしヽ。なお、

高額とされる備品の購入は、資産の形成につながる司能性があることから、その勝要性 ・

妥当性に留意する。

② 電 話 (携帯を含む)等 の使用に係る接劣は、通話時間、使用頻度等を参者とすることも

者えられる。

(5)人 件費関係

議員の雇用する職員の中には、常時叉は臨時の雇用で専ら調査研究の補助業務を行つてい

る職員、また、調査研究の補助業務以外の業務を兼務している職員がいる場合があること等

から、政務調査費の充当|こ当たつては、次の取扱いとします。

① 専 ら調査研究の補助業務を行つてしヽる職員

調査研究の補助業務のみに従事している職員の人件費については、金額を充当できる。

② 調 査研究の補助業務以外の業務を兼務してしヽる職員

調査研究の補助業務以外の業務を兼務しているFDt員(後援会活動 コ政党活動等の業務も

兼務している職員)に ついては、業務内容の実態ほ含わせ、調査研究の補助業務が全体の

業務に占める割合により捜分する。この場合の捜劣は、業務に従事する平均時間や固数等

の含理的な方法による。

③ 業 務内容に合わせた投劣を行うことが著しく困難な場合には、職員の兼務の内容ごとに

均等に接劣することができることとする。この場合の技分の方法は、別表の 「按分方法 (事

務所費 =事務費 ・人件費)」によることとする。           t

④ 生 計を同一にする親族については、雇用関係にあることの合理的理由がないことから、

政務調査費を充当しない。
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(6)そ の他

その他の項目についても、後援会活動等の調査研究活動以外のものが含まれる場合には、

事務所費、事務費及び人件費の例により含理的方法による按分を行うことになります。
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剛 表

按分方法 (事務所費 日事務費 ヨ人件費)

(実態等による按分を行うことが著しく困難な場合の政務調査費充当の割合)

事務所の

設置形態
活動の内容等

事 務 所 費
事 務  費 人 件  費

賃 借  料 光烈水費等

第二者か

らの借上

げ

調査研究活動

のみ
全 額 全 額 全 額

全 額

(専任)

調査研究活動

十後援会活動
1/2 1/2 1/2 1/2

調査研究活動

十後援会活動

十政 党 活 動

1/3 1/3 1/3 1/3

自宅等に

設置

調査研究活動

のみ
不  司 イ/2

全 額

(1/ 2 )

全 額

(専任)

調査研究活動

十後援会活動
不  可 1/4

1/2

(1/4)
1/2

調査研究活動

十後援会活動

十政 党 活 動

不  司 1/6
イ/3

(1/6)
1/3

(表の考え方)

① 活 動内容 (人件費は業務内容)ご とに均等に接分することを基本とする。なお、表中の活
動内容の組合せは例示である。

② 事 務所の賃借料は、自宅や生計を同一にする親族の所有する家屋の場合は充当できなしヽ。
③ 事 務所の光烈水費等で自宅等の経費と劣離できなしヽ場合は、私的郡命を1/2、 議員全体
の活動を1/2と し、さらに議員活動の内容ごとに均等に接分する。

④ 事 務費のうち電話料等で自宅等の経費と劣離できなしヽ場合は、光熱水費等と同様ほ按分(表
中の括弧書きを適用)す る。

⑤ 電 話料等以外の事務費及び人件費は、事務所の設置形態に関わらひ同じ富」含となる。
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3 政 務調査費を充当するのに適しない例

調査研究活動は、広範にわたるものですが、政務調査費を充当する場合にあっては、目的や

内容が社会通念上許容されなしヽものがあることから、調査研究に資すると者えられるものが含

まれるとしても、主たる目的や内容が次のような活動には、政務調査費を充当しなしヽこととし
て取り扱うことにします。

(1)政 党活動への支出には充当 しない

(例)政 党活動、県連 (政党等)活 動に関する経費

党費、党大会費 (賛助金、参カロ費、参加旅費)

政党の広報紙、/ ンヽフレット、ビラ等のE日刷 ・発送料

政党組織の事務所の設置維持経費 (人件費を含む)

会派の役員経費

(2)選 挙活動への支出には充当 しない

(例)選 挙活動費

選挙関係に係る経費

(選挙等に当たっての各種団体への支援依頼活動、選挙ビラの作成等)

(3)後 援会活動への支出には充当 しない

(例)後 援会活動費

後援会関係に係る経費

(後援会の広報紙、パンフレット、ビラ等の作成、後援会主催の報告公等の開催経費等)

(4)私 的経費への支出には充当 しない

(例)慶 弔費等 (見舞金、香典、視金、餞別、寸志、中元 ・歳暮、慶弔電報、年賀状経費等)

冠婚葬祭の経費 (葬儀、視賀会、結婚式、祭り等)

宗教活動の経費 (団体の会費、檀家総代会、報恩講、自参り等)

観光、L/クリエーション、私的旅行、親睦会に係る経費

個人の立場でカロ入してしヽる団体などに対する公費等

〔醤軍賓匡t含審塞匡t≧賃ラ雪)基基食森雷斗塀今索雰ち季T菖:督了ごう言ぅ会費〕
議員個人の私的目的のために使用する経費

(5)議 員としての交際費的支出には充当 しない

(例)調 査研究活動と関連しない団体への公費 ・参加費

議会内の親睦団体 (野球同好会、ゴルフ同好会等)の 会費

他の議員の後援会や視賀会に出席する会費

他の団体が主催する意見交換を伴わない会合の参加費

(挨拶 ・会食 ロテープカットだけの出席等)

団体の理事会、役員会及び孫谷会の出席に係る経費 (議員が団体の役職を兼ねている場合)

新年会等の懇談会の参加費

親睦を目的とする会合の会費

議員同士による懇談会の経費

1 0
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(6)議 員本人の飲食に要する経費への支出には充当 しない

(例)研 修会に係る昼食費

講演会終了後の講師との懇談|こ係る飲食費



Ш 使 途の基準

4 参 考 (具体例による政務調査費の充当の可否)

議員活動の具体例につしヽて、政務調査費の充当の司否の者え方を次のとおり掲載 しますので

参者にしてくださしヽ。なお、実際の議員活動において政務調査費の充当の司否等に疑義が生じ

た場合には、随時、議会事務届に照会してくださしヽ。

(共通事項)

例 1 領 収書の宛名が 「○○議員事務所」、「○○議員後援会事務所」、事務所と同所にある議

員が経営している 「○○会社」である場合、政務調査費で支出できるか。

→ 政 務調査費は、議員が行う調査研究活動に対して支給されており、疑義が生 じなしヽよ

う、領収書の宛名もできるだけ議員個人名にするのが望ましいと思われます。

なお、議員が後援会叉ほ議員が経営している会社 (法人)と 共同で事務用晶等を購入

したり、共同で使用 してしヽる事務所の光熱水費を支出する場合等、議員以外の宛名の領

収書が交付されることがあり得ますが、その領収書に対する支出については、宛名が議

員でないことの補足説明をした上で、所定の数分が必要です。

(宛名が言義員でない場合、議員の政務調査費として経費を100%計 上すること|よでき

ません。)

補足説明の例

(出納簿及び領収書等の写し貼付用紙の備者欄に記朝すること)
・後援会事務所と共同でコピー用紙を購入したため
・事務所を後援会事務所と共同で使用しているため  等

例2 料 金後納郵便、電気料、水道代など、

3月 劣を 4月 に請求され支出した場合、

翌月になら7~dし`と請求されないものがあるが、

その支出はどちらの年度になるのか。

→ 請 求がなければ、支払ほ発生しないので、支出した月の属する年度で整理 します。

ただ し、議員の都合により支出が遅れて、次年度の支出となつたものは除外 します。

また、請求内容が議員の身分を有する以前のものについては、当然、政務調査費の対

象になりませんし、議員でなくなつた場合は、原只」として、その日までに支出したもの

を期白までに収支報告することになります。それから、冊子等を年間購読 (前払しヽ)す

る場合は、次年度にわたらないようにしてくださしヽ。

(調査研究費関係)

例 1 大 会や総会の出席に係る経費で充当できないものには、どのようなものがあるか。

→ 囲 碁 ・層棋等の趣昧に類する大会、各種スポーツ大会、特定の業種網含の総会、企業

が主催する視賀会等で、その目的や活動内容と調査研究との関連性が明らかでないもの

は、交際費叉ほ個人的支出として充当できないと者えられます。

1532 A地 点から出発し、B地点で調査研究を行い、C地 点では調査研究以外の活動を行い、

C地 点からA地 点に戻つてきた揚合の自動車のガソリン代の充当ほどうするか。

→ 公 務旅行の場合の旅費計算と同様にC地 点を除いて者え、実際の経路|こ関わらす調査

研究を行つたAB間 の往復分に充当することが適当であると考えられます。なお、BC

とも調査研究を行つた場合には、全行程を通算した走行距離に充当できるときえられま

す。

1 2
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例3 海 外でレンタカーを借りた場合のガソリン代も国内同様 l kl1 25円なのか。
→ 外 国旅行における 「車賃」については、「青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びに

その支給条例」第9条 により、実費額によると規定されており、レンタカーを借りて政

務調査 した場合は、給油に要した経費を政務調査費として全額計上できますが、政務調

査以外の用務も含まれる場合は、調査研究活動に使用した走行距離の記録により実際に

支払った金額を投分することになります。

lp」4 宿 泊に伴う食事代に充当できるか。
→ 食 事代は旅行等に限らす日常私的な経費であることから、充当できないと考えられま

す。

例5 み ちのく有料道路の回数券 (100枚 綴り)を 使用する場合は、どのように計上すれば

いいのか。(100枚 購入の際の領収書はあるが、個展の領収書はない。政務調査以外に

も使用される。)

→ 回 数券使用の際、領収喜を取得することはできませんが、料金所に申し出ると、受領

豊 (県道路公社で回数券を受領したという証明)を 発行してくれます。ただし、受領書

には、利用した日付と区間名 (みちのく有料道路等)の みで、金額が記朝されていませ

ん。計上にあたっては、受領書を領収書の写し等貼付用紙に添付し、金額は次の方法に

より計上してください。

みちのく有料道路を普通車で利用 した場合、現金で支払うと830円

ちのく有料道路占用回数券の場

イイ回券綴り 8,380円 なので、 1回 あたり76イ 円

60□ 券綴り 42,①①O円 なので、 1回 あたり7① ①円

l① ①回券綴り 67,280円 なので、 1回 あたり672円 で計上する。

通回数券の場

1,①OO円 券綴りは、1,loo円 分使用できるので、830円 ×10/11で 、754円

2,①①①円券綴りは、2,300円 劣使用できるので、830円 ×20/23で 、721円

5,OOO円 券綴りは、6,OOO円 劣使用できるので、830円 ×5/6で 、691円

8,OOO円 券綴りは、10,OOO円 分使用できるので、830円 ×4/5で 、664円

で計上する。

なお、貼付用紙の備者欄には 「○○□券叉は○○円券による」と記載 して<だ さい。

lj1 6 政務調査を行つた際、調査した証拠としてどのようなものを残 しておくべきか。

(特に自家用車での調査には、領収喜等の添付もなく、自己証明しかない。)
→ 議 会事務高には提出する隊要がありませんが、収支報告喜を公開した際、政務調査活

動について、県民から色泉内容等を求められることが十分想定されますので、「政務調査

費事務マニュアル P23「 3 証 拠書類の整理保管」にあるとおり、支出内容を補完す

る証拠書類として、調査した際の現場写真とか調査先面会者の氏名、名束」や収集した会

料、調査内容を記載した活動記録メモ等を整理保管しておく隊要があります。

例7 会 派の共通経費の使途項目は何か。

→ 会 派の共通経費の使途項目については、「調査研究費」としてください。
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田 使 途の基準

例8 自 宅から市内の事務所に行つて、「資料整理」、「行政相談」をすることは政務調査にな
るか。

→  「資料整理」には、政務調査に伴う資料整理の他に、後援会活動や政党活動に伴う窒

料整理もきえられるので、県民に誤解を招かないよう、「○○に係る資料整理」等、明確
に記載するなどして適切に説明すべきと者えます。なお、「行政相談」それ自体は、政務
調査とは居」ときえます。

例9 商 工団体や農協の懇親会等会費に政務調査費を充当することは可能なのか。また、懇
親会等の会費に上限はあるのか。

→ 会 費の内容にも色々ありますが、いわゆる懇親会、懇談会のような飲食に係る経費の

支出|こついては、2006年 4月 14日 東京地裁 (政務調査費の目的外支出に関する損馨
賠償請求住民訴訟事件 (品川区議))においても、政務調査で飲食をする必要性及び社会

通念上の相当性が求められており、時に県民に疑念を持たれやすい支出であることから、

議員が出席する飲食を伴う会議等における飲食経費には政務調査費を充当できないもの
としております。

例 10 旅 行する際の損喜保険は、政務調査費として計上できるか。
→ 政 務調査費は原則的には政務調査活動の対価を支払うものであり、その範囲は、政務

調査活動に勝要な経費とすべきと考えます。旅行の際の損害保険は、政務調査に不可欠

な経費とは認められないので、政務調査費として計上できないものと者えます。

例 11 旅 行会社への手数料は認められるか。
→ 航 空券予約取消手続手数料 ・変更手続手数料など、公務上やむを得なしヽ事情がなく、
政務調査を取消し叉は変更したことにより発生した手数料は、政務調査費を充当するこ
とはできません。それ以外の手数料については、事務局に確認してください。

例 12 公 務と連続して政務調査を行つた場合の旅費はどのように算定すればいいのか。
→ 政 務調査費を公務支給額と実費との差額に充当できる条件として

① 政 務調査を公務と連続して行う必妻性があるか。

② 公 務に連続した政務調査の行程が含理的なものであるか。
上記の条件を満たしている場合は、公務の交通費支給額と実際の交通費との差額を政

務調査費で充当できるものとします。ただし、公務と政務調査費の他に私事部分が混在
する場合には、私事部分は政務調査費を充当できないので、調査課に確認してください。

(研修費関係)

lS」可 新 聞社等が玉催する懇談会 (セミナー)の 年会費に充当できるか。
→ 年 会費については、その団体の活動内容や実態が調査研究に適うものであるかを基準

として判断することになるので、懇談会 (セミナー)の内容によるものと考えられます。

(会議費関係)

例 1 会 議に伴う茶実に充当できるか。また、昼食はどうか。

会議における茶実の提供は、社会T般 に許容される範囲であると者えられます。昼食
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匝 使途の基準

については、会議との一体性が必要であるほか、会議時間や会議場所による必然性が求

められると者えられます。

lS」2 県 政報告会と後援会を同国|こ開催する場合、会場使用料を按合できるか。
→ 後 援会活動に係る経費 (後援会主催の報告会に係る経費、後援会広報諭やビラ等作成

経費等)は 、政務調査費で支出できません。ただし、議員主催の県政報告会終了後、ヨ|
き続き、その場所を使用して後援会活動を行うような場合は、それぞれの使用時間で会

場使用料を按分して計上することになります。

(資料購入費関係)

lyJ l しヽわゆるスポーツ新聞及び大衆週干」諭の購入に充当できるか。
→ い すれも一般に娯巣性の高いものと判断され、調査研究との関連性に係る特居」の事情

がある場合以外は充当できなしヽものと者えられます。

例2 政 党の発行する新間の購読料ほ充当できるか。
→ 議 員が所属する政党に係る新間で党の機関紙として位置付けられるものは、政党活動

の範囲となることから、充当できないと考えられます。

例3 自 宅の新聞代について投劣ほ必要ないのか。

→ 新 間は、情報収集等の目的で購読するものであり、議員としての調査研究活動に資す
るためと認められ、按分は隊要ありません。

(なお、スポーッ新間は、一般に娯楽性が高いものとされ、政務調査費の充当|よ調めら
れていません。)     ‐

例4 事 務所の新聞代について投劣は必要ないのか。
→ 事 務所の新聞代については、事務所費や事務費と同様、事務所の形態により、接劣の
必要性が生じます。また、自宅と議員の事務所双方で同じ新聞の購読料を支出すること
は好まし<な いものと考えます。

例5 雑 諭を購入した場合、政務調査費の支出として調められる範囲を教えてほしい。
→ 政 務調査のため購入するとしヽうことが大前提であり、一般的に娯楽性が高いと認めら

れるような書籍は特段の事情がない限り認められませんが、個々の事例については事務
局に確認 してください。

(広報費関係)

lS」1 イ ンタエネットのホームページに関するブロバイダ料|こ充当できるか。
→ 広 報活動に伴う通信経費として充当できると考えられます。

ljl1 2 街頭で県民に対して、議員の議会における活動状況、県の政策の情報、議員の政策提

言等について報告を行つた場合の経費 (ガソリン代等)、使途頂国は何費が適当か。
→ 活 動内容からすると 「広報費」に該当 します。なお、当然ながら選挙活動と見なされ

る活動の経費については、政務調査費で支出することはできません。
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□ 使 途の基準

例3 イ ンターネット代で領収書が受領できないもの (ヤフー等)が あるが、その場合はど

うすればしヽいか。  |
→ イ ンターネット代ば、支出証明の対象にはなりませんので、領収書が取得できない場

合は、通帳やクレジ引卜明孫日等支出が確認できる書類のコピーを添付してください。

~ ~      ~ ~     |          ~   ~  ‐  ~ ~ ‐ ,  ■  ‐ ヤ~ ▽十 一  ~ ― 一 ‐  ― ,  ― 一
す  ″

'  ` ' ~ ′ ヽ′ ! ヽ ~ - 1 1 ‐ 1 い ヽ  w 」 対 ′ ヽ

の政策提言等について広く県民に周知させるととも|こ、県民の意見を議会活動に反映さ

せる目的に作成するものです。
作成にあたっては、十議員から情報等を提供するだけで|よなく、県民の意見を反映でき

るよう、具体的には、広報諭や報告書を発行する際、「皆様のご意見、ご要望を○○(議
員名)までお寄せください。」等の文言を必す入れて、住所・電話・メールアドレス等を
明記するなど、県民の意見を受けられるような体朝にしてください。ホームページも同

様です。      |
|

例5 議 員のホームページ (ブログ)を 後援会が作成 。公開している。この場合、政務調査

費の支出は司能か。 |

→ 政務調査費は、後援会活動への支出には充当できなしヽことから、後援会が作成・公開
してしヽるホームページに係る経費を政務調査費で支出することはできません。

(事務所費関係)

例 1 議 員や親族が代表を務める会社の一室を事務所として借り上げる場合に充当できる

か 。         |

→ 議 員や親族個人の引有ではなしヽことから充当は可能ときえられますが、県民の誤解を

招かないよう、賃信料が市価と比較して相応であること、賃貸借契約書を作成すること、

会社側で適切に収入幻会計処理すること等に留意すべきと考えられます。

→ 敷金・礼金は、その経費の性格から調査研究に直接関連しなしヽため、充当することは

lS」3 事 務員のいない事務所は、事務所として認められるか。
→ 事 務所の要件として【

O 事 務所としての夕対形上の形態を有していること(○○議員事務所等の香板・表示等)

② 事 務所としての機儀 (事務スペース、応接 (会議)ス ペース、事務用備品等)を 有
していること。  |

③ 連 絡要員等を酉B置展は連絡機能を有していること。
があげられます。  |
設間の場合、事務員が常磁していなくても連絡機能 (電話の転送等)が 整備されてい

れば、事務所として認められます。
|
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lj1 4 広報諭や報告喜等 調査費で作成する際、どのような点に注意すればいいか。

広報諭や報告書、ボームページは、議員の議会における活動、県の政策の情報、議員

例2 事 務所の賃貸に伴う敵金・ネし金・共益費に充当できるか。また、駐車場の借上げに充
当できるか。    |
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III 使途の基準

→ 政 務調査費は原則的には政務調査活動の対価を支払うものであり、その範囲は、政務
調査活動に必要な経費とすべきときえます。火災保18‐は政務調査に不司欠な経費とは誦
められないので、政務調査費として計上できないものと考えます。

→ 事 務所費は、議員が行う調査研究活動のための事務所の設置 (賃借料)及 び管理に要
する経費 (光熱水費及び共益費)に 対して政務調査費の充当を認めています。支出にあ
たつては、ます、事務所としての要件 (外形上の形態、機能)を 有してしヽることが必要
です。したがって、自宅の一窒を事務窒としていることのみでは、警備料を政務調査費
で支出できません。

→ テ レビは、調査研究に係る情報収集に資すること、また、冷蔵庫は、調査研究に係る
来客への対応等のためのものである場合には、充当することは司能と考えられます。た
だし、必要以上に高額なものとならなしヽよう留意すべきときえられます。

→ 名 束」は、調査研究に関して使用するほか、後援会活動、政党活動等にも使用される場
含もあることから、特に区分 して使用する場合以外は、相当分を投劣 して充当すること
が適当であると考えられます。

→ 情 報収集の目的である場合には、政務調査費の支出は可能ですが、新間の購読と同様
の者え方で、映画、音楽、スポーッチャンネル等上般に娯楽性が高いと判断されるチャ
ンネルを視捕するための受信料には支出できないものと考えます。

→ 政 務調査を行うために事務所を設置 し、それに係る経費を政務調査費で支出している
ことから、自宅と事務所の両方の電話代に政務調査費を充てることは県民の理解を得ら
れなしヽものときえられます。光熱水費も同様です。また、複数の事務所を所有している
揚合も同様です。

→ 携 帯電話料金について、青森地裁は、弘前市議会の政務調査費返還履行請求事件にお
いて、「社会通念上|よ携帯電話料金の大半が調査研究活動以外の活動におけるものと推認
される～」と判断してしヽること/●Nら、個人使用分を上限イ/2と し、通話Bき間、使用頻
度等、個短の使用実態にあわせて政務調査活動相当分を計上することが適当と考えます。

なお、選挙などの外部要因によリー時的に通信料が突出する場合、単純に通信料を按
劣するのではなく、あくまでも政務調査活動相当分を計上すべきです。

lT」5 自 宅の一室を事務室として利用している場合、警備委託料は政務調査費で支出できる

(事務費関係)
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lll 使途の基準

(人件費関係)

例 1 調 査研究に当たって自動車の運転を依頼する場合、その運転手の謝ネしに充当できるか。
→ 調 査研究に関する補助業務に該当するものとして充当できると考えられます。

例2 議 員専任の自家用車の運転手を雇用した場合、給料として政務調査費を100%充 当
できるか。

→ 政 務調査費は、あくまでも調査研究活動に要する経費に充てられるものであることか

ら、専任かどうかということではなくて、実際に自家用車で政務調査を行い、その際、
運転手を利用した業務日数や時間等、実態に応じて適正に支出する財要があります。

(その他)

例 1 会 社から、車、運転手、ガソリン代全て含めて、年間で委託契約してしヽる。この場合、

政務調査費の支出は認められるか。また、認められるとした場合の使途項目は何か。
→ 交 通費については、事務マニュアル P6「 2 政 務調会費の充当の考え方 篠 算及び

按分等)」により、交通機関 (航空機 ・鉄道 iバス ・タクシー等)の 利用と自家用車の使

用を調めておりますが、継続的な自家用車のリースは認めていません。

設PE33の場合、政務調査以外の議員活動、後援会活動、私用等全ての活動に1日 24時

間使用司能であり、運転手やガソリン代も含めた車の継続的なリースと考えられますの

で、委託料として政務調査費を支出することは認められません6

18



使途の基準

(参考)

ガソリン代を実費で計上する場合の取り扱い

1政務調査費でガソリン代を実費計上する場合1,蓬
希軽晶塾屋字筆買β著経ぎ哲ン

にしてください。
2政 務調査 に関わらず、自動車を使用した際は、|
例 :OO調 査 1 5 km私用 20km

3給油する際は、必ず満タンとし、領収書を取得じてくださぃ。
この際、取得した領収書の写しを添付することになります。

4政 務調査費の会計帳簿の方には給油した日にガソリン代を計上することになります。
計上方法は、給油に要した経費 ×(政務調査費で走行した距離/給油までに走行した全距離)

5「領収書等の写し貼付用紙」に給油領収書の写しを貼付し、別紙として下記のような自動車走行状況
がわかる表を添付します

1整星獣窒
整理

番号

年月 日 事  業   名 場  所

政務調査による
走行距離

(km)

政務調査以外
の走行距離く

(km) H彊藻
ご|

タンクを私費で満タンとし、ズ亨=下

1 20 4 1 野高齢者医療制度調査 弘前 市
2 20 4 3 教職員模用 についての諭春 1 森

市
3 20 4 4 ltL方道路整備調査 前 市
4 20 4 7 D Vi 青 森 市 1

5 20 4 8 FA用
6 20 4 10 言森 市
7 20 4 12 F改革調査 青森 i
8 20 4 13 lA月

20 4 13  給 ,由 応命1!、ヽ ×165円 =81250円         287     209    496

給油め際は、満タラご
すること。

あ罷隆?2子写巣葬部呈逆累
9)工・ラ7鋼
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Ⅳ 政 務調査費の手続きに係る事務

lV 政 務調査費の手続きに係る事務

1 交 付の方法

政務調査費の交付に係る交付対象、交付金額及び交付時期等については、次のとおりとなつ

ています。

(1)交 付対象

政務調査費は、各月の初日に議員である者に対して交付することにしています。

なお、月の初日において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解

散により議員でなくなつた場合は、交付しないことにしています。

(条lj」第2条 )

月の初日に辞職等があった場合には、当該月分は交付されませんが、2日 目以降に辞職等
があつた場合には、当該月劣まで交付されることになります。

なお、政務調査費の交付に係る請求等の議員の手続きは不要です。

(2)交 付決定

議長は、政務調査費の交付を受ける議員について、毎年度開始の日から5日 以内に知事に

通知 (異動のあつた場合には、その都度)す ることとし、これを受けて知事|よ、速やかに政

務調査費の交付の決定を行い、議員に通知することにしています。

(条ljl第4条 、第5条 )

議長からlll事への通知等の事務は、議会事務電で行うため、議員の手続きは不要です。

(3)交 付額及び交付時期

政務調査費の額は、月額31肩 円となつており、毎月イ①日までに交付することにしてしヽ

ます。

(条例第3条 、第6条 )

当該国 (10日 )が 県の休日に当たる場合には、その前国以前の休国以外の国に交付され

ることになります。

政務調査費の交付は、議員の指定する金融機関の□座に振込むことになることから、あら
かじめ、当該振込みに係る金融機関名、□座種別及び番号等を議会事務局に申し出すること

にしています。なお、変更等がなければ、その後の連絡は不要です。

また、この政務調査費の振込みを受ける□座は、収支を明確にして管理を容易にするため
にも、専用の白座とすることが望ましいと考えられます。             '
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Ⅳ 政 務調査費の手続きに係る事務

2  支 出及び会計処理

政務調査費の支出を適切に行うための会計処理や会計帳簿の調製等については、次のとおり
となつています。

(1)政 務調査費の支出

政務調査費は、使途基準ほ従つて使用することとされています。

使途基準の頂目は、調査研究費、研修費、会議費、資料作成費、資料購入費、広報費、事

務所費、事務費、人件費となつています。

(条例第7条 、規程第2条 )

使途基準等に対する青森県議会としての取扱いについては、 「Ⅱ 政 務調査費制度に

対する基本的な考え方 (2頁 )」 及び 「IIl 使途の基準 (3頁 )」 に詳細を定めてしヽますの

で、これに従つて支出することになります。

なお、政務調査費の支出に当たつては、次の点についても留意して<だ さい。

① 支 出の時期

政務調査費は、毎月交付されますが、支出は当該月に限定されないことから、当該月を

越えて支出することができます。ただし、年度を越えて繰り越すことはできません。

② 費 用弁償の支給日における調査研究活動

本会議や委員会の出席等の公務については、費用弁償が支給されるので、これと重複し

て交通費や宿泊費等に政務調査費を充当することはできません。

③ 公 務旅行と連続する調査研究活動

委員会調査や議員派遣に基づく公務旅行と連続して調査研究を行う場合については、公

務の部分と調査研究活動の部劣が時間、場所、経費が重複することなく明確に区のできる

場合には政務調査費を充当することが司能です。

(2)会 計の処理及び会計帳簿の調製

政務調査費の支出については、会計帳簿を調製し、その内訳を明らかにする財要がありま

す。

また、この会計帳簿は、収支報告喜等を議長に提出する期限の翌日から起算して5年 間保

存することになつています。

(条例第9条 )

会計帳簿は、証拠書類とともに適正な収支報告を行う前提となるものであり、議長の調査、

知事の調査又は監査委員の監査の対象となるので留意してくださしヽ。

また、保存期間については、収支報告書等の提出期限となる4月 30国 の翌国である5月

1日 /Dhら5年 を経過することになる年の4月 30日 までとなります。

この会計帳簿は、特に条例や規程で様式を定めてしヽないのでt議 員の管理が容易な様式で

調製して差し支えありませんが、領収書等と内容が一致するとともに、具体的使途や内容を

明らかにしておくことが必要です。

次東に会計帳簿とその記載例を掲載しているので参者として<だ さい。

なお、この会計帳簿のlplは、議会事務周で経理等の事務をパソコンで処理するためほ議員

に提供する 「経理等事務支援ソフト」で作成することができます。
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Ⅳ 政 務調査費の手続きに係る事務

3 証 拠書類の整理保管

政務調査費の支出を適切に行うための証拠書類の整理保管については、次のとおりとなつて
います。

(1)証 拠書類の整理保管

政務調査費の支出については、領収善等の証拠書類を整理保管 しておくことが必要です。
また、この証拠書類は、収支報告書等を議長に提出する期限の翌国から起算して5年 間保

存することになつています。

(条例第9条 )

証拠書類は、会計帳簿とともに適正な収支報告を行う前提となるものであり、議長の調査、
知事の調査叉は監査委員の監査の対象となるので留意してください。

また、証拠書類の保存期間の者え方については、 「2(2)会 計の処理及び会計帳簿の調
製 (21頁 )」 と同様です。

証拠書類には、次の書類等が者えられます。これらの書類等は、支出を裏付けるものとし
て、収支報告書とともにその写しが議長に提出されることになります。

① 領 収書

領収書は、政務調査費の証拠書類として基本となるものであり、宛名、金額、昂名、発
行者の住所氏名等が明記され、第二者が検証可能なものであることが必要です古

② レ シー ト
ー般的に金額が少なく、通常、領収書等を徴しがたい場合に発行されるレシー トは、証

拠書類に含まれます。

③ 受 取書 口振込受領書 口利用明細書等

銀行振込による支払いやクレジットによる支払しヽ等で領収書が発行されない場合のこれ
らの書類は、証拠書類に含まれます。

なお、これらの書類の中には、宛名や品名等が一部欠ける等により証拠として劣る揚合が
｀

ありますので、議長に提出するものではありませんが、支出内容を補売する証拠書類を整備
しておくことが必要です。

支出内容を補完する証拠書類としては、契約喜 (調査委託契約、事務所賃貸僧契約、職員
雇用契約等)、 会議や研修会等の資料 (酉B付資料、出席者毎簿等)、 広報誌等の成果品、雇
用職員の給与台帳 ・事務分担表、調査報告書、活動記録 (メモ、調査先から入手した資料、
応対者の名刺等)等 が考えられます。

つ
じ

Ｏ
々



Ⅳ 政 務調査費の手続きに係る事務

(2)事 務局による整理保管状況の事前確認

議会事務届では、議員からの申し出に基づいて、定期的又は随時に領収警等の整理保管状

況の事前確認を行うことにしてしヽます。

この事前確認の実施方法等の主な内容は、次のとおりとなつています。

(領収書等の事前確認の実施方法)

① 事 前確認の趣旨

事前確認は、議員の自発的な申し出に基づぃて行うものであり、条例第10条 に規定す
る 「制度の適正な運用を図るための議長の調査」とは趣旨が異なるものです。

この事前確認は、年度の中途で政務調査費の充当の司否等を確認することにより、議員
において相当数が見込まれる領収書等を適切に整理するとともに、政務調査費について有
効な活用を図るためのものです。また、このことにより、翌年度の領収書等の提出に係る

事務を平準化するものと者えられます。

② 事 前確認の実施時期

議員が取得する領収書等の件数にもよりますが、駆ね四半期に1回程度を目安に、申し

出のあった議員と日程や場所を調整のうえ実施することにしてしヽます。

③ 事 前確認の方法

議員が調製した会計帳簿及び整理保管している領収喜等の書類について、議会事務局職

員が内容を確認することにしてしヽます。

④ 事 前確認の主な内容

量として 「会計帳簿や領収書等が整備されてしヽるか」及び 「使途が使途基準に適含して

いるか」等につしヽて確認することにしてしヽます。

なお、実務に当たって、事務手続き等に疑義が生じた場合には、随時、議会事務届に照会
してください。

また、議会事務局では、他都道府県の先進的取組事例や留意すべき判例等の有益な情報に

ついて、議員に提供していくことにしています。
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Ⅳ 政 務調査費の手続きに係る事務

4‐収支報告書等の作成及び提出

政務調査費の使途の内容や収支の状況等を明らかにするための収支に係る報告書及び領収書
等に係る書類の作成や提出については、次のとおりとなつています。

議長に提出する具体的な書類は、次のとおりとなつてしヽます。
① 「収支報告書」                        、

政務調査費の収入額 (交付額)、 支出額や主な内容及び収入額と支出額との差ヨ1額等を記
載した報告書

② 「領収書等の写し (領収書等の写し難付用紙に貼付)」

全ての支出に係る領収書等の証拠書類を複写し、使途及び内容等を記載した用紙に貼付し
た書類

③ 「領収書等の写し集計表」

領収書等との照含が容易となるよう 「領収書等の写し貼付用紙」の主な内容在T覧 表とし
て取りまとめた書類

④ 「支出証明書」

領収書等の写しを添付することが困難な場合の代替として、使途及び内容等を記朝のうえ
議員本人が押印した書類

これらの書類については、規程で様式を定めていますので、それに従つて作成する必要があ
ります。

次夏以降に、内容の詳細とともに様式と記載例を掲朝してしヽます。
収支報告書 (第1号様式)      (26頁 )

領収書等の写し貼付用紙 (第3号 様式)(28頁 )

領収書等の写 し集計表 (第4号様式) (30頁 )

支出証明書 (第2号様式)      (32頁 )

なお、これらの書類は、議会事務局で経理等の事務をパソコンで処理するために議員に提供
する 「経理等事務支援ソフ ト」で作成することができます。

書類の提出期限については、通常は、政務調査費交付の翌年度の4月 30日 までになつてい
ますが、当該日が県の休国に当たる場合は、その前国以前の休国以外の固となります。
辞職等の場合の提出期限の者え方も同様です。なお、議員の死亡の場合には、相続人から提

出されることになります。この場合、議員の氏名の欄には、議員名を記載するとともに続けて
「相続人○○○」と記朝することになります。

議長に提出された書類は、 「v 収 支報告書等の公開 (36頁 )」 により不開示となる部分
を除き閲覧等に供されることに/~dるので、内容が正確であるとともに期限内に提出することが
必要です。

政務調査費|こ係る収入及び支出については、毎年度、当該年度の終了の国の翌日から起算し
て30国 以内に、収支報告書に領収書の写し等 (領収喜の写しその他の議長が定める証拠書類)
を添えて議長に提出することになっています。

また、年度の中途で議員が辞F9t等により議員でな<な った場合には、当該議員でなくなった
日の翌日から起算して30国 以内に、収支報告書等を議長に提出することになつています。

(条例第 8条 、規程第3条 )



W 政 務調査費の手続きに係る事務

(1)収 支報告書

収支報告書は、政務調査費に係る収入及び支出の状況を明らかにするため、収入額 (政務
調査費交付額)と ともに、支出に係る項目ごとの金額、主な内容及び収入額と支出額との差
ヨ1額等を記載し、議長に提出することになっています。

(条ljl第8条 、規程第3条 、第1号 様式)
政務調査費は、議員の行う調査研究に要する経費の一部として交付されますが、調査研究

の支出全体を把握するg要 から、収支報告書では、政務調査費を充当しなしヽ支出も含め、調
査研究に要 した経費の総額を記朝することにしてしヽます。

収支報告書の記載は、次のとおりとなつています。

(記載方法 (記載例27頁 ))

① 「年月日」には、議長に提出する国を記載してください。     ,
(2)「標題」には、政務調査費に係る年度を記載してください。             キ
③ 「宛名」に|よ、議長名を記朝してくださしヽ。

④ 「青森県議会議員」には、議員名を記載し、押E日してください。
なお、議員名を自署する場合は、押印を省略することができます。

⑤ 「収八」には、交付を受けた政務調査費の総額を記載してください。
⑥ 「支出」の 「項目」の 「金額」には、規程別表の項目ごとの合計額を記載してください。

また、調査研究に要した経費の全額を記朝することや領収書等の写し集計表及び支出証
明書の合計と一致することに注意してください。

(2)「支出」の 「項目」の 「主な内容」には、実施した事業及び使途のうち主な内容について
具体的に記朝してくださしヽ。

③ 「差31」については、収入額 (政務調査費の交付額)か ら、支出額 (調査研究に要した経
費の総額)を 差し31いた額を記朝してください。

なお、支出額が収入額を上国つた場合|こは、金額の最初に△ (マイナスの表示)を 付け
て<だ さい。

支出額が収入額を下回つた場合には、 「5(2)政 務調査費の遅還 (34頁 )」 |こより
返還することになります。                    ヽ
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Ⅳ 政 務調査費の手続きに係る事務

第 1号 様式 (第 3条 関係)

収 入

3 差  SI

( 収入額―支出額) _ム  θ σσ′ 7θ θ

蕃       印(政務調査費交付額)

支 出

使途項目ごとの合計額を記朝 (領llp喜等の写

し集計表及び支出証明書の合計額と一致)

政務調査費の使途の内容を具体的に記載

金額 (円)

調査研究費 7, 72θ′4θθ
先進地域閉狩 rθ初 ィ2び,2θθ、

y察
角用狩 r2ィ 初 |』2‐5θθ、

θa角 働解輸観閣砕解′θθθヵをの滋

7θβ′βθθ θθ磨授姿争力簿∂2ァイθθ、00を ミナー技力舞郷、イθθ

7/2, び θθ 舞茂領告会会々僣グ士r/rび 】ヮ ,241 θθθ、子のを

資料作成費 申 緒″δ,5θθヽ 子の勉

資斜購入費 ア』β′θθθ 新踏隅筋浮lθ2,θθθ、野角君ス舞びィ′θθθ,そ のを

/θ4, θθθ
織会報告書印翻代 r切 び/2′θθθ、胎 領占競覇着縛 r切
J 2 ,  θθθ

752, び θθ
親筋取僣 r/2島 釣 びθθ,θθθゃ獲寅 r力 神 水道 rアタガ
タジ 134,θθθ.を のを

2r2、 45θ
手務房栃だス舞J五2θθ.コ ど一″グ,ス r/2誌射 ″′θθθ.
E溝 =戸Д翔駆隣 r72月分)び/ャθθθ、子のを

θ2θ′ θθθ
事務所韓R鎗 与 rアスメ /2R射 初 r θθθ,中 //2/f
イト資金 r5スタ lθθ′θθθ

イ′θβtデ, 7θθ

収入額から支出額を差しヨ|しヽた額

を記載 (残余のある場合は返還)

記朝lS」は、317201000-41085,100

三△365‐100で 支出が収入を上回つ

ている字
′

つ
る



(2)領 収書等の写 し貼 付用紙

政務調査費の支出に係る領収書等の写しにつしヽて、領収書等の写 し貼付用紙に貼付 して議
長に提出することになつています。この領収書等の写し貼付用紙は、政務調査費に係る使途
や充当額を明らかにするため、使途項目、事業名、使途及び内容等を記載することになって
います。

(条例第8条 、規程第3条 、第3母 様式)

Ⅳ 政 務調査費の手続きに係る事務

議長に提出する領収喜等に係る書類につしヽては、原本ではなく複写したものとしてしヽます。
原本については、議員におしヽて、他の証拠書類とともに、5年間保存しておくことになって
います。

また、領収書等の具体的な内容につしヽては、 「3(1)証 拠書類の整理保管 (23頁 )」
のとおりとなつてしヽます。

領収書等の写し貼付用紙の記朝は、次のとおりとなつています。

(記載方法 (記載例29頁 ))

① 「整理香母」には、支出年月国の順に番号を記載してください。
② 「使途項目」には、規程による使途基準の項目 (調査研究費、研修費、会議費、資料作成
費、資料購入費、広報費、事務所費、事務費、人件費)を 記載してください。

③ 「支出年月国」には、実際に支払った年月日を記載してください。
④ 「領収書の写し貼付欄」には、領収善等を貼付してください。
⑤ 「事業名、使途及び内容」には、具体的な事業名、使途及び内容 (実施年月日及び場所を
含む)を 記載してください。

これらの具体的な記朝の例は次のとおりです。

(視察調査の例)○ ○調査 (〇年○月○国～○日○○市及び○○市)に 関する交通費
(研1多費の例) ○ ○セミナー出席 (〇年○月○日O① 市)に 関する負担金
(会議費の例) ① O会 議 (○年○月○国)に 関する会場借上料
に 籍の例)  Oo(書 籍名)の 購入代

(広報諭の例) ○ ○広報 (〇年○月○号)に 関する印届」代
(事務所費の例)事 務所賃僧料 (〇年○月劣)

(人件費の例) 事 務員の給与 (〇年○月劣)

③ 「按劣による支出」には、按分を行つた場合の 「接分率」及び 「按劣による政務調査費充
当額」を記朝してください。

按分の者え方等については、 「IE1 2 政 務調査費の充当の考え方 (積算及び按分等)
(6頁 )」 のとおりとなつています。なお、按分を行つていない場合の記載は不要です。

(口)「政務調査費の一部充当」には、領収書等の金額の中に調査研究以外 (私的な使用や他の
議員活動等)の ものが含まれている場合に、政務調査費の充当額を記載してください。
なお、全額充当してしヽる場合の記載は不要です。

③ 「備考」には、按劣を行つた場合の考え方や政務調査費の一部充当を行つた場合の理由、
また、タクシーや高速道路を利用した場合の利用区間 (○○～△△間)等 の4等記事項を記
載してください。
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Alr 政務調査費の手続きに係る事務

(記載例)
第3号 様式 (第3条 関係)

領収書等の写し貼 付用紙支出年月国の川頁の香暑を記載

使途基準による項目を記載

支 出 年 月 日 支払った年月日を記朝

領収書等のSし 柑 付欄

F″
ド イ 下 ダ 「 ダ ギ ガ ド ヂ il々 ″ Fチ ド ナ F,,■ o■,,ま 、享 !卓 冴 ュ グ 々 F拡 片 ,Tダ 拘 卓す サ枝サ逆 ャ … ヂ ″ tr,ブ ど ダ r rfゴ 舛 々 ■F,,ユ ■ポイ ヽ み r/fド な 卓

各イ
“

領 収 書
平成①O年 ○○月○○ 日

0 0 θ θ  様

イ θ 5θ θ 円

ただし、 妨 能島券 代として

青森市O① 丁目○香○号

09で 行会社 青 森支店 団

領収書等を貼付

領収書等は、宛名、金額、品名、発行者の住

所氏名等が明記され、莞三者が校証可能

按分を行つた場合、率

(1/2等 )と充当額を

記載(捜劣していない場

合の記載は不要)

具体的な事業名、

及び内容を記載

事業名、使途及び内容
満静膏湾材脚嬌角蒼

V`弱
oθ ttOガ Ogθ O″

/t―gチ ぢ班

整分による支出 警劣率 (  /  )鞍 のによる政務調査費充当額 (

政務調査費の一部充当 政務調査費の充当額

領収喜等の金額の一言8に充当した場

合、その額を記朝 (金額充当の場合の

記載は不要)

接分や一部充当の者え方や理由、

タクシーや高速道路を利用した場

口の利用区間等の特記事項を記載
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(3)領 収書等の写 し集計表

領収書等の写し集計表は、領収書等との照含在容易にするため作成し、議長に提出するこ
とになつてしヽます。この領収書等の写し集計表には、使途頂目、支出先、支出額、品名等を
記載することになっています。

鮮 例第8条 、規程第 3条 、第4号 様式)

Ⅳ 政 務調査費の手続きに係る事務

努調査費の支出に係る領収書等の枚数が相当数になることが
領収書等の写し集計表は、政】

見込まれることから、整理保管等の事務を円滑に行うため、これらとの照合を容易にできる
よう領収書等の内容を一覧で表示するものです。

また、透明性の確保の観点から領収書等の写しの公開|こ当たって、閲覧者等の便宣を図る
ことにもなるものです。

この領収書等の写し集計表の額と支出証明書の額を合わせた使途項目の支出総額は、収支
報告書の使途頂目の額と一致することになります。

なお、支出証明書は、当該支出に係る一覧表も兼ねることになるため、領収塞等の写し集
計表べの記載はしないことにしています。

領収書等の写し集計表は、領収書等の写し貼付用紙から内容を転記することにしており、
次のとおりとなっています。

(記載方法 (記載例31頁 ))

① 「使途項目」には、規程による使途基準の項目 (調査研究費、研修費、会議費、資料作成
費、資料購入費、広報費、事務所費、事務費、人件費)を 記載してくださし、古

② 「整理番号」には、支出年月日の順に領収書等貼付用紙から転記してくださぃ。
③ 「支出年月日」には、領収書等から実際に支FAった年月日を転記してください。
④ 「支出額」には、領収書等から実際|と調査研究として支払つた金額を転記してください。

なお、按劣を行つた場合には、接分後の金額、政務調査費の一部充当の場合は充当額を
転記することになります。

⑤ 「支出先」には、領収書等から実際に支払った相手先を記朝してくださしヽ。
⑥ 「晶名」には、領収書等から実際に支払った品名を転記してくださしヽ。
⑦ 「備善」には、捜劣や政務調査費の一部充当の理由、タクシーや高速道路を利用した場合
の利用区間 (○○～△△間)等の特記事項を記載してくださぃ。
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Ⅳ 政 務調査費の手続きに係る事務

(記載例)
第4号 様式 (第3条 関係)

領収書等の写し集計表

使 途 項 目 隠査研究費

整 l t e 番暑 支出年月日 支 出  額 支 出  先 □ □ 名 偏 者

σ a a θ 491 5θ θ θθ席翻 航空券府

7θ 0=0,0 2,4′ θθθ θθ材究所 筋 材 欄 陶 芦

アタ 0,0,0 クθ′ びθθ θOツTグスト Jβ切行代

アイ a aο γ2′″θθ θθホテル 盾滝倉

70 0=0コ 0 2ァイ2θ θθタクシー タクシー倉

支出年月 日

順に番号 を

朝

の

記

支出 した金額を記朝

(捜分した場合は捜分

後の額、一部充当の場

合は允当額)

領収書等に記載されて

いる品名を記載

実際に支払つた先(領収 陶
′
捜分や―者8埼当の

実際に支払 った

年月日を記載

書等発行者名)を 記載 理由、タクシーや

高速道路を利用し

た場合の利用区間

等の特記事項を記

使途項目に係る領収喜等の支

出合計額を記載 (当該金額と

支出証明喜との合計額が収支

報告書の額と一致)

計 |′θイ|′θθθ
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(4)支 出証明書

政務調査費の支出に係る領収書等の写しを添付することが困難な場合については、支出証
明書で対応することにしてしヽます。この支出証明喜は、領収書等の代誉として、議長に提出
するもので、使途項目、支出額、品名、事業名、使途及び内容等を記朝のうえ、議員本人が
押印し、自己証明することになります。

(条例第8条 、親程第3条 、第2母 様式)

Ⅳ 政 務調査費の手続きに係る事務

議長に提出される証拠書類は、第三者が検証司能な領収書等の写しが基本となるものです。
したずつて、支出証明書の対象は、領収書等の写しの添付が困難な場合に限定されること

から、自動券売機による切符代及び 「蕎森県議会議員報酬‖及び費用弁償の額並びにその支給
条例」の 「車賃」の額を用しヽる場合のガソリン代等としてしヽます。
なお、原則として、領収書の紛失等につしヽては、再発行による対応が可能ときえられるこ

とから、対象としないことにしています。

この支出証明書の額と領収書等の写し集計表の額を合わせた使途項目の支出総額は、収支
報告書の使途頂目の額と一致することになります。

支出証明書は、領収書等の写し貼付用紙に準じて記載することにしており、次のとおりと
なっています。

(記載方法 (記載例33頁 ))

① 「使途項目」には、規程による使途基準の項目 (調査研究費、研修費、会議費、資料作成
費、資料購入費、広報費、事務所費、事務章、人件費)を 記朝してください。

② 「N① 」には、用紙が複数枚となる場合に連番となるよう番号を記朝してくださしヽ。
③ 「整理番号」には、支出年月日の順に番号を記載してください。
④ 「支出年月日」には、実際に支払つた年月日を記載してください。
③ 「支出額」には、実際に調査研究として支払った金額を記載してください。

なお、按分を行った場合には、接分後の金額を記載してください。
⑥ 「支出先」には、実際に支払つた相手先を記朝してくださぃ。
(2)「品名」には、実際に支払った品名 (JR切 符代、ガソリン代等)を 記載してくださしヽ。
③ 「事業名、使途及び内容」には、具体的な事業名、使途及び内容 (実施年月日及び場所を
含む)を 記載して<だ さい。

なお、これらの具体的な記朝は、領収書等の写し貼付用紙の記載方法の例を参者にして
ください。

③「備者」には、按劣を行った場合の者え方や按分率、ガソリン代の場合の自動車走行距離、
近距離の鉄道や地下鉄、バスを利用した場合の利用区間 (○○～△△間)等 の時記事項を
記載してください。

① 「青森県議会議員」には、議員の氏名在記載し、押印してください。
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Ⅳ 政 務調査費の手続きに係る事務

(記載例)
第2暑 様式 (第3条 関1系)

支 出 証 明 書

青森県議会議員 0

使途基準による項目を記載

支出年月日 事業名、使途及び内容

支出 した金額

を記朝 (捜合し

た場合は捜劣

後の額)

支 出年月 日

の順 に番暑

を記載

実際に支払った先を記載

(ガソリン代の場合で支

出先を特定できなしヽ場合

の記朝は不要)

按分を行 った場合

の考え方、報酬等条

例の車隻によるガ

ソリン代の場合の

計算、近距離の鉄道

や地下鉄、プヾスを利

用 した場合の利用

区間等の特記事項

を記載

実際に支払った年月

日を記載(ガソリン代

の場合で支出年月日

を特定できない場合

は自動車を使用 した

国を記載)

具体的な事業名、使途

及び内容を記載

使途項目に係る支出合計額を記載 (当該

金額と領収喜等の写し集計表との合計

額が収支報告書の額と一致)

』2, イθθ

上記のとおり相違ないことを証明 します。
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Ⅳ 取務調査費の手続きに係る事務

5  提 出書類の確認及び政務調査費の返還等

収支報告書等を議長に提出した後、提出された書類の内容の確認及び残余金がある場合の返
還等の事務が生じることがありますが、その場合の対応は、次のとおりとなっています。

(1)議 長の調査

議長に提出された収支報告書等については、 「必要な書類が整っているか」丁 「各書類の
整合性があるか」等の外影的な確認のほか、 「記載内容が適切か」、 「使途が使途基準に適
含しているか」等の確認を行います。確認の結果、不備が言耐められる場合には、議員におしヽ
て補正等を行うことになります。

また、提出された書類では確認できない事項等で、政務調査費の適正な運用のために財要
がある場合には、議員が保管してしヽる会計帳簿や証拠書類等について調査を行うことになり
ます。

これらの具体的な実際の事務は、議員と調整のうえ議会事務届におしヽて行います。

(2)政 務調査費の返還

調査研究活動に係る経費の支出が政務調査費の交付額を下回つた場合には、その残余金を
返還することになります。

なお、領収書等の証拠書類がないものや使途基準に適合しなしヽものが判明し、それらを差
しヨ|いた特果、支出の総額が交付額を下回ることになつた場合についても残余金として取り
扱うことになるので注意 してくださしヽ。

残余金が生 じた場合の返還につしヽては、知事から納入通知書が送付されるので、所定の期
間までに金融機関から振り込むことになります。

(3)収 支報告書等の訂正

議長に提出した収支報告書等についてt訂 正等の中要が生じた場合には、条例等に定めが
ないことから、次によることにします。

(訂正の方法)

議長に対して訂正届を提出し、訂正箇所に認印するとともに、訂正年月日等を記載するこ
とにします。この場合肖Jった部のは、これを読むことができるょぅ字体を残しておくことに
します。

議長は、政務調査費の適正な運用を期するため、議員から収支報告書等が提出されたとさ
は、隊要に応じて調査を行うことにしています。

(条例第10条 )

知事は、政務調査費の交付の総額から、政務調査費による支出の総額を控除して残余があ
る場合には、返還を命するものとされています。

(条例第 11条 )
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Ⅳ 政 務調査費の手続きに係る事務

6 会 派への調査研究の委託等

政務調査費の交付対象は議員ですが、調査研究を効率的に行うためには、惨要に応じて所属
する会派に調査研究を依頼する方法や複数の議員が共同で調査研究を行う方法をとることが有
効です。このことは、各議員において調査研究の成果の共有が図られることからも含理的であ
ると考えられます。

また、調査研究に係る共通の事務の一音Fにつぃて、例えば、事務補助を行う職員の雇用や事
務機器の利用を共同で行うため、各議員が所属する会派に事務等を依頼することは、経費的に
も効率的と考えられます。

これらの所属会派の調査研究が定例的に継続して行われる場合の事務は、議員の行う事務に
準じて、次のとおり行うことになります。

(1)会 派の調査研究等への支出

所属会派としての調査研究に係る経費は、各議員が応分の負担額を会派に対して支出する
ことになりますが、その結果、会派において残余金が生じた場合には、議員に返還されるこ
とになります。

このため、各会派において、会計に係る代表者 (経埋責任者)、具体的な使途、負担額と徴
収方法等につしヽて、明確に取り決めておく必要があります。

(2)会 派の会計処理及び証拠書類の整理保管
政務調査費に係る会派の会計は、他の会計と明確に区劣するとともに、会計帳簿の調製や

証拠書類の整理保管については、各議員が行う事務と同様の方法で行うことにします。
具体的な力法等につlv lては、「2 支 出及び会計処理 (21頁 )」、「3 証 拠書類の整理保

管 (23頁 )」及び 「4 収 支報告書等の作成及び提出 (25頁 )」のとおりとなつています。

(3)議 員の収支報告書等の取扱い

議員から議長に提出される領収書等の写しは、第三者が検証可能なものである財要がある
ことから、原貝」として、会派が実際に支払った相手方からの領収書等 (所要の人数に応じて
負担額を明記のうえ複写したもの)と することが必要です。

しかしながら、会派によっては、領収書等の枚数が本目当数になることが見込まれ、同一の
領収書等を人数分複写することは非効率であると考えられること、領収書等の写しの提出が
透明性の確保を目的とするものであり、まとめて公開することが含理的と考えられることか
ら、次の方法によることもできることにします。
① 会 派の代表者 (経理責任者)の 議長への提出

会派としての調査研究劣の 「領収書等の写し(領収書等の写し貼付用紙に貼付)」、「領収
書等の写し集計表」及び 「支出証明書」にカロえて、各議員の負担額を一覧で明記した書類
(様式は任意)を 提出することにします。

なお、この場合、議員1国人の収支報告書等の書類とは区分 (鬼」冊)す ることにします。
② 会 派の代表者 (経理責任者)以 外の議員の議長への提出

各議員が負担した金額について、会派の代表者 (経理責任者)が 発行する領収書等の写
しを提出することにします。
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V 収 支報告書等の公開

V 収 支報告書等の公開

議長に提出された収支報告書及び領収書等につしヽては、政務調査費の透明性を確保する観
点から、県民等からの求めに応じて公開することになります。このことは、議員の調査研究
活動に対する説明章任を果たすとともに、政務調査費制度の勝要性や重要性につしヽて、県民
の理解を得ることになるものです。
/AN開の方法には、聞覧のほか、情報公開条lp」に基づく写しの交付があります。

1 収 支報告書等の関覧

収支報告書等につしヽては、間覧制度が設けられており、次のとおりとなつてしヽます。

(1)収 支報告書等の保存及び閲覧

議長に提出された収支報告書等については、5年 間保存することにしており、何人も、こ
の収支報告書等の関覧をすることを請求することができます。

(条例第 12条 )
収支報告書等の間覧制度は、政務調査費の透明性の確保のため、情報/AX開

条例による手続
きを経ることなく直ちに関覧することができるようにしているものですど

(2)閲 覧の開始時期

収支報告書等の関覧は、収支報告書等の提出期限の翌日から起算して60日 を経過した日
の翌日からすることができます。

(規程第4条 )
収支報告書等の提出期限は、4月 GO国 となることから、60日 を経過した日の翌日であ

る7月 1国 以降から閲覧できることになります。

(3)聞 覧に当たっての不開示情報の扱い

収支報告書等に記載されている情報のうち県の情報公開条例に規定する不開示情報の部分
につしヽてはt閲 覧できないことになつています。

(条例第 12条 )
収支報告書等|こ県の情報公開条例に基づ<不 開示情報がある場合には、議会事務周におしヽ

て該当部のをマスキングしたうえで関覧に供することにしてしヽます。

不開示情報としては、議員が雇用する職員の給与等の個人情報が者えられます。この場合、
当該職員の氏名をマスキングしたうえで閲覧に供することになります。
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V 収 支報告書等の公開

2 収 支報告書等の情報公開条例による開示

議長に提出された収支報告書等は、議会が保有する行政文書となることから、「蕎森県情報公
開条例」に基づく聞示請求の対象となります。閉示の方法には、閲覧又は写しの交付がありま
す。

開示請求があった場合には、不開示情報を除さ (該当部分をマスキング)、所定の手続きを経
て、閲覧や写しの交付を行うことになります。

当該情報公開条例による不閉示情報には、同条例第7条 各母 (①法令秘情報、②不開示指示
情報、③個人情報、④法人等情報、⑤公共安全等情報、⑥審議検討等情報、(の事務事業情報、
③任意提供情報)で 定められていますが、収支報告善等については、個人情報に該当する場合
が考えられます。

(情報公開条例により不開示となる個人情報)

同条例第7条 第3号では、「個人に関する情報 (事業を営む個人の当該事業に関する情報を除
く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識局Uす
ることができるもの (他の情報と照含することにより、特定の個人を識別することができるこ
ととなるものを含む。)叉は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、な
お個人の権利利益を書するおそれがあるもの。」等と規定されてしヽます。

ワ
′

０
じ



Ⅵ 資  料

Ⅵ 資  料

3 9

4 0

4 2

(関係法令等)

地方自治法 (抜粋)

青森県政務調査費の交付に関する条例

青森県政務調査費の交付に関する規程

(別表 (第2条 、第3条 関係))使 途基準

(第■母様式 (第3条 関係))政 務調査費に係る収支報告善

(第2号 様式 (第3条 関係))支 出証明書

(第3母様式(第3条関係))領収書等の写じ稲付用紙

(第4号 様式 (第3条 関係))領 収書等の写し集計表

(第5母 様式 (第4条 関係))収 支報告書等関覧請求書
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Ⅵ 資  料

地方自治法 (抜粋)

(調査権 ・刊行物の送付 。図書室の設置等)

第100条

(1～ 13皓 )

14 普 通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するた
め必要な経費の一部として、その議会における公派叉は議員に対し、政務調査費を交付するこ
とができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で
定めなければならない。                            イ

15 前 項の政務調査費の交付を受けた会派叉は議員は、条例の定めるところにより、当該政務
調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。

(16へ 打 9皓 )
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Ⅵ 資  料

青森県政務調査費の交付に関する条例

(趣旨)

第 1条  こ の条例は、地方自治法 (昭和22年 法律第67号 )第 l① O条 第 14頂 及び第 15填
の規定|こ基づき、青森県議会の議員 (以下 「議員」という。)の 調査研究に窒するため必要な経
費の一部として、議員に対し政務調査費を交付することに関し必要な事填を定めるものとする。 ′

(政務調査費の交付対象)        ‐

第2条  政 務調査費は、各月の初日に議員である者に対し交付する。
2 前 項の規定にかかわらす、月の初国に任期が満了し、辞職し、失職し、死亡 し、除名され、
叉は議会の解散により任期が終了した議員には、政務調査費を交付しない。

(政務調査費の額)

第3条  政 務調査費は、月額31万 円とする。

(議員の通知)

第4条  青 森県議会の議長 (以下 「議長」という。)は、政務調査費の交付を受ける議員について、
毎年度、当該年度の開始の国から5日 以内に失□事に通知しなければならなしヽ。

2 議 長は、年度の中途におしヽて政務調査費の交付を受ける議員に異動が生 じたときは、速やか
に知事に通知 しなければならない。

(政務調査費の交付決定等)

第5条  知 事は、前条の規定による通知があったときは、速やかに、当該通知に係る議員につい
て、政務調査費の交付の決定を行い、当該議員に通知するものとする。

(政務調査費の交付)

第6条  知 事は、毎月 l① 日までに、当該月劣の政務調査費を交付するものとする。

(政務調査費の使途)

第7条  議 員は、政務調査費を別に定める使途基準に従い、使用 しなければならない。

(収支報告書)

第8条  議 員は、毎年度、当該年度の終了の国の翌日から起算して30日 以内 (年度の中途に議
員でなくなつた場合にあっては、当該議員でなくなつた国の翌国から起算 して30国 以内)に、
次に掲げる事項を記載 した政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下 「収支報告書」としヽ

う。)を議長に提出しなければならなしヽ。
一 議 員の氏名

二 政 務調査費に係る収入額

三 政 務調査費に係る支出額及びその主な内容

四 政 務調査費に係る収入額と支出額との差ヨ1額

五 そ の他隊要な事項

2 前 頂の収支報告書には、当該収支報告書に記朝された政務調査費による支出に係る領収書の

写し等 (領収書の写しその他の議長が定める証拠書類をいう。以下同じ。)を 添えなければなら

ない。



Ⅵ 資  州

(会計帳簿の調製等)

第9条  議 員は、政務調査費による支出について、会計帳簿を調製し、その内訳を明らかにする
とともに、証拠書類を整理保管し、これらの書類を収支報告書及び領収書の写し等 (以下 「収
支報告書等」としヽう。)を提出すべき期間の末国の翌日/DNら起算して5年 を経過する日まで保存
じなければならなしヽ。

(議長の調査)

第 10条  議 長は、政務調査費の適正な運用を期すため、第8条 の規定により収支報告書等が提
出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。

(政務調査費の返還)

第11条  知 事は、議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該議員がそ
の年度において行つた政務調査費による支出 (第7条 に規定する使途基準に従って行つた支出
をいう。)の総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返
還を命するものとする。

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第12条  第 8条 の規定により提出された収支報告書等は、議長において、これを提出すべき期
間の末日の翌国から起算して5年 を経過する日まで保存しなければならない。

2 何 人も、議長|こ対し、その定めるところにより、前項の規定により保存されてしヽる収支報告
書等の問覧をすることを請求することができる。

3 議 長は、収支報告書等に記録されている情報のうち蕎森県情報公開条例 (平成11年 12月
青森県条例第55母 )第 7条 に規定する不開示情報に該当する部分を除いたものを閲覧に供す
るものとする。

(委任)

第 13条  こ の条例に定めるもののほか、政務調査費の交付等に関し財要な事項は、議長が定め
る。

Il寸  貝」

この条例は、平成13年 4月 1日から施行する。

81J  貝」

1 こ の条例は、平成20年 4月 1日 から施行する。
2 改 正後の青森県政務調査費の交付に関する条例第8条 の規定は、この条例の施行の日 (以下

「施行日」としヽう。)以後に交付される政務調査費に係る収入及び支出の報告書について適用し、
施行日前に交付された政務調査費に係る収入及び支出の報告書につしヽては、なお従前のly」によ
る。

3 施 行国前に交付された政務調査費の返還については、なお従前の例による。
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Ⅵ 資  料

青森県政務調査費の交付に関する規程

(趣旨)

第 1条  こ の規程は、青森県政務調査費の交付に関する条例 (平成13年 3月 青森県条例第45
暑。以下 「条例」という。)の規定に基づき、政務調査費の交付等に関し隊要な事項を定めるも
のとする。

(政務調査費の使途基準)

第2条  条 例第7条 の使途基準は、居」表のとおりとする。

(収支報告書の様式等)

第3条  条 例第8条 第1頂 の収支報告書は、第1暑様式によるものとする。
2 条 例第8条 第2頂 の議長が定める証拠書類は、領収書の写しその他の支出を証すべき書面で
あつて当該支出の相手方から徴したものの写し (社会よ虜習その他の事情によりこれを徴し難い
とき及び議長が定めるときは、支出証明書 (第2号 様式)叉 は金融機関が作成した当該政務調
査費による支出に係る振込みの明網書の写し)と する。

3 前 項の書面 (支出証明書を除く。)の 提出は、局」表に規定する使途の項目ごとに、領収善等の

写し貼 付用紙 (第3号 様式)に 貼り付け、必要な事項を記載して行うものとする。

4 領 収書等の写し貼 付用紙を提出するときは、領収書等の写し集計表 (第4母 様式)に 局」表に

規定する使途の頂目ごとの合計額その他必要な事項を記朝し、併せて提出するものとする。
5 支 出証明書には、別表に規定する使途の項目ごとの合計額その他必要な事項を記載するもの
とする。

6 議 長は、条例第8条 の規定により提出された収支報告書及び領収書の写し等 (以下 「収支報
告書等」という。)の 写しを知事に送付するものとする。

(収支報告書等の問覧)

第4条  条 例第12条 第2頂 の規定による収支報告書等の間覧の請求をしようとする者は、収支
報告書等閲覧請求書 (第5号 様式)に 必要な事項を記載しなければならない。

2 収支報告書等の問覧は、当該収支報告書等を提出すべき期間の末国の翌日/Dhら起算して60
日を経過した国の翌日からすることができる。

3 収 支報告書等の間覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
4 収 支報告書等を聞覧しようとする者 (以下 「閲覧者」としヽう。)は 、収支報告書等を前項の場
所以外に持ち出すことができない。

5 閲 覧者は、収支報告書等を丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
6 第 1頂叉は第3項 から前項まであ規定に違反する閲覧者に対しては、その関覧を中止させ、
叉は禁止することができる。

7 前 各頂に定めるもののほか、収支報告書等の関覧に関し隊要な事項は、議長が定める。

附 則

この規程は、平成13年 4月 イ日から施行する。

附 則

イ こ の規程は、平成20年 4月 1国から施行する。

42



Ⅵ 資  対

2 改 =後 の青森県政務調査費の交付に関する親程 (以下 「改正後の規程」という。)第 4条第2
項の規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務調査費に係る改正後の規程第3条第6
頂に規定する収支報告書等について適用し、同国前に交付された政務調査費に係る収支報告書
については、なお従前の例による。
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Ⅵ 奎  斜

局」表(第2条 、第3条 関係)

項   目 項 目 の 内 容 経費の種類

調 査 研 究 費

議員が行う県の事務及び地方行財政に関する調

査研究及び調査委託に要する経費

旅費、委託料等

研   修    費

団体等が開催する研修会、講演会等への議員及
‐
0

その職員の参加に要する経費

旅費、会費等

会  議   費

議員が行う各種会議の開催に要する経費 旅費、印刷裂本費、賃僣料

等

資 料 作 成 費

議員が行う議会審議のために勝要な資料の作成

に要する経費

印届」製本費、原稿料等

資 料 購 入 費

議員が行う調査研究のために必要な図書、資料箸

の購入及び購読に要する経費

購入費、購読料等

広  報   費

議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の

広報活動に要する経費

旅費、印刷製本費、通億費

等

事 務 所 費

議員が行う調査研究のために勝要な事務所の設

置及び管理に要する経費

賃借料、光熱水費等

事  務   費

議員が行う調査研究に係る事務の遂行に要する

経費

事務用品費、通信費、備品

購入費等

人  件   費

議員が行う調査研究を補助する職員の雇用に要

する経費

給料、手当、社会保険料、

賃金等
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第1号 様式 (第3条 関係)

年 度 政 務 調 査 費 に係 る収 支 報 告 書

青森県議会議長        殿

蕎森県議会議員  氏    名     印

1 収 入

(政務調査費交付額)        円

2 支 出

3 差 3 1

(収入額一支出額)__二 _____円

注1 氏 名を自署する場合におしヽては、押印を省B告することができる。

2 用 紙の大きさは、日本工業規格A4縦 長とする。

Ⅵ 資  料

年  月   国

頂 目 金額 (円) 主 な 内 容

調 査 研 究 費

石汗 1シ 費

会  議   費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広
ロ
ＩＸ

幸
干 費

事 務 所 費

事 務 費

人 件 費

△
□ 計
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Ⅵ 資  料

第2暑 様式 (第 3条 関係)

青森県議会議員

注 用 紙の大きさは、日本工業規格 A4縦 長とする。

事業名、使途及び内容

上記のとおり相違ないことを証明します。



Ⅵ 資  栂

第3暑 様式 (第3条 関係)

領収書等の写し督付用紙

注 用 紙の大きさは、 日本工業規格 A4縦 長とする。

47

整 理 番 号

使 途 項 目

支 出年月 日

領収書等の写 し稲 付欄

事業名、使途

展び内容

駿合による支出 鞍劣率(  /  )鞍 分による政務調査費充当額( )

政務調査費の

一部充当
政務調査費の充当額 ( )

備 者



Ⅵ 資  料

第4暑 様式 (第3条 関4系)

領収書等の写し集計表

使途項目

整理番号 支出年月日 支出額 支出先 品 名 備 者

杏

□ 計

注 用 紙の大きさは、日本工業規格 A4縦 長とする。
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第5号 様式 (第4条 関係)

Ⅵ 資 料

年  月   日

蕎森県議会議長

住所

氏名

収支報告書等閲覧請求書

書森県政務調査費の交付に関する条例第イ2条 第2頂 の規定により、下記のとおり収支報告

書等の関覧を請求します。

イ 閲 覧年月日

年   月    日

2 閲 覧を請求する収支報告書等の年度

年度

3 収 支報告書等の種類

注 用 紙の大きさは、日本工業規格A4縦 長とする。

殿
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